
那覇植物防疫事務所交渉（沖縄国家公務員労働組合那覇植防分会） 

 

議 事 要 旨 

 

１ 開催日時：令和４年３月１４日（月）１８時００分から１８時１５分（１５分） 

 

２ 場  所：那覇植物防疫事務所図書標本室 

 

３ 出席者： 

              那覇植物防疫事務所    橋本 浩明    所長 

                  同                   渡嘉敷 保    庶務課長 

 

那覇植防分会           高村 智大  委員長 

                 同                池城 隆明  副委員長 

                 同                金丸 俊司  書記長 

                 同                川元 恵子  執行委員 

   同      佐久本 統  執行委員 

同                大野  大  執行委員 

 

４ 議  題：那覇植防分会提出 別添「要求書」 

 

５ 議事概要 

（渡嘉敷庶務課長） 

  ただいまから、沖縄国家公務員労働組合那覇植防分会からの要求に基づく交渉を開始す

る。 

   なお、本日の交渉に先立ち、国家公務員法第１０８条の５の規定に基づく予備交渉の段

階で取り決めた事項を報告する。 

 那覇植防分会から提出された要求事項のうち交渉事項とする事項は、 

 「二 職場環境及び業務の改善等について」「１」 

 「六 労働安全対策及び健康対策について」 

 「八 労使関係について」 

 

それでは、橋本所長より回答する。 

 

（橋本所長） 

二の１について、超過勤務については、勤務管理者に対して事前命令を徹底するよう指

導しており、今後もその方針に変わりはない。超過勤務縮減については、毎週水、金曜日

を定時退庁日、毎月第２、第４金曜日を完全定時退庁日として設定し、庶務課長等による

声掛けにより定時退庁を呼びかけている。 

今後とも、事前の超過勤務命令を徹底するとともに、定期的に超過勤務縮減の取組を検



証し、より実効性のある超過勤務縮減対策の実施に努めてまいりたい。 

六について、新型コロナウィルス感染防止対策については、これまでも職員に具体的な

感染防止策を周知してきたところであり、引き続き徹底するとともに、消毒用品等の確保

に努めてまいりたい。 

 

八について、労使関係については、これまでどおり健全かつ良好という点を維持しつつ、

今後とも適切に対応してまいりたい。 

 

（高村委員長） 

 所長、庶務課長の定年退職に伴い、要求事項については、後任者へ引継ぎをよろしくお

願いします。 

 

（橋本所長） 

 承知しました。 

 

（渡嘉敷庶務課長） 

 以上をもって那覇植防分会の要求に基づく交渉を終了する。 

                                                                以  上 
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